
1 業務目的

本業務は、太田川幹線ゲートを緊急時に備えて点検し、機能確認及び調整を行うものである。

2 業務内容

（１）点検区分、点検内容　＊操作盤とは、屋外自立型のゲート操作盤をいう。
（ア）年(定期)点検（ゲート設備の総合点検）
開閉装置及び操作盤の設備を主体として、目視及び点検器具で点検し、簡易な給油脂を行った後、
総合的に操作の機能確認及び調整を実施する。

（イ）月(巡回)点検（操作盤の点検）
操作盤の設備を主体として、外部から目視及び点検器具で点検し、機能確認及び調整を実施する。

（２）点検場所
（ア）年(定期)点検（ゲート設備の総合点検）
①口田ゲート ②根の谷川橋（左岸）ゲート ③根の谷川橋（右岸）ゲート
④一之瀬橋（左岸）ゲート ⑤一之瀬橋（右岸）ゲート ⑥新鳥声橋（右岸）ゲート
⑦根の谷川（左岸）ゲート ⑧根の谷川（右岸）ゲート ⑨高松橋（左岸）ゲート
⑩高松橋（右岸）ゲート

（イ）月(巡回)点検（操作盤の点検）
①口田ゲート ②根の谷川橋（左岸）ゲート ③根の谷川橋（右岸）ゲート
④一之瀬橋（左岸）ゲート ⑤一之瀬橋（右岸）ゲート ⑥新鳥声橋（右岸）ゲート
⑦根の谷川（左岸）ゲート ⑧根の谷川（右岸）ゲート ⑨高松橋（左岸）ゲート
⑩高松橋（右岸）ゲート

業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。

点検結果は、年(定期)点検・月(巡回)点検とも毎作業完了後、速やかに本市に報告すること。
なお、定期点検時に不具合箇所には処置方法及び優先度のランク付けを行い、早急に対処すべき事項
について後日見積書を提出すること。

（５）その他
業務履行中にゲート設備の異常を発見した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、本市の指示
により緊急措置を行うこと。

3 遵守事項
（１）受託者は、労働安全衛生法及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の関係法令に従うとともに事
故防止に必要な措置を講じなければならない。
（２）業務従事者には、適切な服装及び保安帽の着用をさせ、安全管理を十分に行うこと。
（３）業務従事者の保安確保及び履行場所の整理整頓に努めるとともに、安全教育及び事故防止対策
について万全を図ること。
（４）人孔内に立ち入る前には、必ず人孔の換気を実施し、ガス検知器により安全性を確認するなど
安全対策を行うとともに、人孔内での作業中は常時換気を行うこと。
（５）人孔内での作業に伴い人孔蓋を開けているときは、人孔周囲に転落防止用ネットを設置するな
ど安全対策を行うとともに、人孔内の安全性の確保を兼ねた安全監視員を配置すること。

4 提出等
（１）委託業務実施計画書を作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければならない。
（２）委託業務実施計画書には、業務に従事する従業員の氏名、住所、緊急時の現場配置及び連絡体
　　制（出水時等）、安全管理、使用機械、主要資材、施工方法を記載すること。
（３）記載内容に変更が生じた場合、監督員へ速やかに報告するとともに委託業務変更計画書を提出
　　すること。
（４）委託業務完了確認書を作成し、毎月月末に監督員へ提出し検査を受けなければならない。
（５）委託業務完了確認書には、点検結果及び状況写真を添付すること。
（６）検査の結果、手直しがあった場合は、直ちに修正し再検査を受けること。

太田川幹線ゲート点検仕様書

（３）業務の実施

（４）点検結果の報告



5 その他
この仕様書に疑義のあるとき、または定めのない事項については、当事者協議のうえ定めるものとす
る。



１　業務の適用

　　本仕様書は、安佐北区地域整備課が発注する以下の委託業務（以下「業務」という。）について、
　運用するものとする。

  (１)　樋門の操作

２　業務内容

　　別添の実施要領により行うものとする。

３　業務の実施

  (1)  業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
  (2)  指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
  (3)  操作場所　（新川樋門・中野樋門・玖村樋門・友竹樋門・友光１号排水樋門・友光２号排水樋門）

４　遵守事項

　　業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。

  (1)　受託者は「労働安全衛生法」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとと
     もに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
  (2)  業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受け
     なければならない。

５　提出等

　(1)　委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ
　　 ならない。
  (2)　委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。

６　その他
　　この仕様書に疑義のあるとき、または定めのない事項については、当事者協議のうえ定めるものとす
　る。

樋　門　操　作　仕　様　書



１　業務の目的

　　本委託業務（以下「業務」という。）は樋門操作仕様書に示す委託対象地域の施設の内水排除に
　必要な管理を行うことを目的とする。

２　業務の内容

　(1)　樋門の操作
　　    樋門の開閉操作を実施するものとする。

３　委託業務実施計画書の作成

　　委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。また、当初の記載事項に変更及び追加
　が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。

　(1)　業務に従事する従業員の氏名、住所
　(2)　緊急時の現場配置及び連絡体制（出水時等）

４　委託業務実施報告書の作成

　(1)　報告書は、本市指定の様式で作成し、提出しなければならない。
　(2)　委託業務完了確認書を作成し、検査を受けなければならない。
　(3)　業務施工状況写真を報告書に添付して提出しなければならない。
　(4)　検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
　(5)　当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。
　(6)　この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けな
　　 ければならない。

実　施　要　領



１　業務の適用

　　本仕様書は、安佐北区地域整備課が発注する以下の委託業務（以下「業務」という。）について、
　運用するものとする。

  (1)　樋門の点検管理

  (2)　樋門の管理用通路の除草

２　業務内容

　　別添の実施要領により行うものとする。

３　業務の実施

  (1)  業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。

  (2)  玖村樋門については、監督員の指示により管理用通路の除草を行うものとする。

  (3)  点検場所（６ヵ所）
　　　　新川樋門・中野樋門・玖村樋門・友竹樋門・友光１号排水樋門・友光２号排水樋門

４　遵守事項

　　業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。

  (1)　受託者は「労働安全衛生法」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとと
     もに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
  (2)  業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受け
     なければならない。

５　提出等

　(1)　委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ
　　 ならない。
  (2)　委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。

６　その他

　　この仕様書に疑義のあるとき、または定めのない事項については、当事者協議のうえ定めるものとす
　る。

樋　門　点　検　仕　様　書



１　業務の目的

　　本委託業務（以下「業務」という。）は樋門点検仕様書に示す点検対象施設の機能保持に必要な
　管理を行うことを目的とする。

２　業務の内容

　(1)　樋門の点検管理
　　    点検項目及び点検は、監督員の指示により実施するものとする。

  (2)　樋門の管理用通路の除草
     　　管理用通路の雑草等を刈取ることにより、樋門の点検管理における環境改善を図るものである。
     　刈取った雑草等は、直ちに搬出するものとする。

３　委託業務実施計画書の作成

　　委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。また、当初の記載事項に変更及び追加
　が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。

　(1)　業務に従事する従業員の氏名、住所
　(2)  緊急時の現場配置及び連絡体制（出水時等）

４　本業務で発生する副産物等は、下記のとおり処分すること。

指定副産物等 最終処分場所

雑草等 広島市焼却処分場

５　委託業務実施報告書の作成

　(1)　報告書は、本市指定の様式で作成し、提出しなければならない。
　　　 定期点検時に、不具合箇所には処置方法及び優先度のランク付けを行い、早急に対処すべき
　　 事項について後日見積書を提出すること。
　　　 業務履行中にゲート設備の異常を発見した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、
　　 メーカー技術者による点検を受け報告書を提出すること。本市の指示により緊急措置を行うこと。
　(2)　委託業務完了確認書を作成し、検査を受けなければならない。
　(3)　業務施工状況写真を報告書に添付して提出しなければならない。
　(4)　検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
　(5)　当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。
　(6)　この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けな
　　 ければならない。

実　施　要　領

本業務から発生する雑草等は、積算上環境局
安佐北工場（広島市安佐北区可部町大字中島
1460-1）へ搬入するものと仮定して積算して
いるが処分場を特定するものではない。

備考



局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理 
特記仕様書 

 １ 適 用 
① 本特記仕様書は、局地的な大雨に対して作業環境の安全性を確保するため、雨水が

流入する下水道管渠及びマンホール内に作業員が入坑する工事等に適用するものであ

る。 
② 本仕様書に定めのない詳細な事項については、『局地的な大雨に対する下水道管渠内

工事等安全対策の手引き(案)』【平成２０年１０月】 (以下「安全対策の手引き」とい

う。)によるものとする。 
 
２ 作業の対象 
① 作業の対象は、管更生や管内補修などの工事及び工事以外の点検や調査、清掃を含

め、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内における作業全般（以下「工事等」

という。）とする。    
② 開削、推進及びシールドなどの新設工事については、既設管渠と接続する場合等、

急激に雨水が流入する恐れがある場合は対象工事とする。 
 
３ 安全管理計画の作成 

請負者は、作業着手前に以下（４～８）の各項目を明記した施工計画書又は作業計

画書を作成して本市監督員に提出するとともに、作業員へ周知徹底を図ること。 
 

４ 現場特性の事前把握 
① 請負者は、工事等を行う地域及び上流域を対象とする大雨に関する気象予測及び気 

象情報(安全対策の手引き第３章（P７）参照)を作業前に把握すること。 
② 請負者は、工事等着手前には本市監督員から下水道管渠施設情報等の貸与を受ける 

などして、現場特性に関する資料や情報(安全対策の手引き第４章４－２（P１５）参

照)を収集・分析し、急激な増水による危険性等を十分に把握すること。 
   
５ 工事等の中止基準の設定 
   請負者は、次の標準的な工事等の中止基準を踏まえ、施工箇所毎に、現場特性に応

じた中止基準(安全対策の手引き第４章４－３－２（P２０）参照)を設定すること。 
中止基準の設定にあたっては、退避時間の長さ、退避条件の厳しさ、現場の増水特

性等を十分考慮すること。 



  ＜標準的な工事等の中止基準＞ 
   以下のいずれかの場合は、工事等を中止する。 

① 当該作業管きょの集水区域に洪水または大雨注意報・警報が発表された場合 
② 当該作業管きょの集水区域に降雨または雷が発生している場合 

 
６ 工事等の再開基準 
   工事等の再開基準の設定にあたっては、下水道管渠内水位が通常時と変わらないこ

とや当該作業現場の安全が十分確保されていること(安全対策の手引き第４章４－３

－４（P２５）参照)を確認すること。 
＜標準的な再開基準の例＞ 

    以下の全てが満足された時点で、工事等を再開する。 
① 当該作業箇所または上流部に雨が降っていないこと、また、当該作業箇所または 
上流部に係わる気象区域に、注意報または警報が発表されていないこと。 

② 下水道管渠内の水位を計測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないことが 
確認されること。 

   ③ 施工計画書又は作業計画書に定めた安全管理計画の全ての事項について、安全確

認を完了すること。 
 
７ 迅速に退避するための対応 
   請負者は、工事等の開始後に中止基準に至った場合や急激な増水による危険性が察 

知された場合等に、下水道管渠内の作業員が安全かつ迅速に退避できるように下記の 
具体的な対策方法を定めること。 

  ① 退避手順の設定 
１）下水道管渠内作業員の退避ルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を設定 

すること。 
２）実際の現場において、退避訓練を実施し、退避時の対応手順や情報伝達の確実 

性、退避時間等を実地検証すること。 
② 安全器具等の設置 
１）現場特性に応じて、最適と考えられる増水緩和や流出防止に関わる安全器具等 

の設置を行うこと。 
２）安全器具の使用方法について、事前に全ての作業員が使用できるよう訓練する 

こと。 
 



③ 情報収集と伝達方法 
１）下水道管渠内での作業中は、地上監視員を配置して、気象等の情報収集を行い、

その情報を確実に下水道管渠内作業員全員に伝達して、危険性の早期発見や危機回

避に努めること。 
 なお、地上監視員は、現場全体を把握できる者（原則、現場代理人）を選任する

こと。 
④ 資機材の取り扱い 
１）下水道管渠内の資機材については、流出防止対策を講じておくとともに、下水

道管渠内作業員が退避する場合には、退避に支障がある資機材は残置して、作業

員の退避を最優先させること。 
 

８ 日々の安全管理の徹底 
請負者は、作業開始前に作業関係者全員に対し、使用する安全器具の設置状況、使 

用方法、当日の天気情報及び退避時の対応策等についてミーティング(安全対策の手引 
き第４章４－５（P３３）参照)を通じて周知徹底すること。これらの内容は、安全管

理点検表等（安全対策の手引き第４章、図４－９（P３４）参照）により確認させる

こと。 
  請負者は、平素より講習・訓練等によって安全管理に係わる知識や技術を習得する 

とともに、継続的な取組みにより、危機管理意識の向上に努めること。 
 
 
 

※ 『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成２０年１０

月】については、国土交通省のホームページを参照すること。 
  アドレス（http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html） 

 

http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html


明　示　事　項

1．

　１）太田川幹線ゲート点検（１０箇所）

  　（１）月点検（１０箇所）　
　　ア　昼間点検

　　　　（計＝１０箇所）　

  　（2）年(定期)点検（１０箇所）　

　　　ア　昼間点検 ・　高松橋（右岸）ゲート　　　　　　・　高松橋（左岸）ゲート

　　　　（計＝８箇所）　 ・　根の谷川（左岸）ゲート　 　　　・　根の谷川（右岸）ゲート

・　根の谷川橋（右岸）ゲート　 　 ・　根の谷川橋（左岸）ゲート

・　一之瀬橋（右岸）ゲート 　　 　 ・　口田ゲート

　　　イ　夜間点検 ・　一之瀬橋（左岸）ゲート　　　　 ・　新鳥声橋（右岸）ゲート

　　　　（計＝２箇所）

　２）樋門点検（６箇所）

  　（１）毎月点検（６箇所）　

　　　ア　昼間点検 ・　新川樋門　　　　　　　　　　　　 ・　中野樋門

　　　　（計＝６箇所） ・　玖村樋門　　　　　　　　　　　 　・　友竹樋門

・　友光１号排水樋門　　　　   　　・　友光２号排水樋門

安全対策関係 1．

２．

その他 1． 　本業務の積算では、令和６年度土木工事標準積算基準書、令和６年１２月単価を適用している。

　本業務にあたっては、一般交通及び歩行者等に支障を及ぼすことのないように交通誘導員及び
保安施設を適切に配置し施工するものとする。

　太田川幹線ゲートの年(定期)点検（１０箇所）時における、交通誘導員の配置は１日当り２人を
見込んでいる。

内　　　　　　　　　　　容

　なお、昼間点検箇所は、交通誘導員Ｂとし、夜間点検箇所は主要地方道広島三次線につき、交
通誘導員Ａを配置することとしている。

施工条件

本業務の制約条
件

　施工の制約は道路使用許可条件によるが、昼夜の区分については下記のとおりとしている。



友光１号排水樋門

友光２号排水樋門























友光１号排水樋門

友光２号排水樋門芸備線

三篠川

上深川

位 置 図


